
Change,Challenge,Chance 1

コンピュータチェック対象:特定疾患療養管理料又は特定疾患処方管理加算

コンピュータチェック事例コード

コンピュータチェック根拠

48SJ991166401 その他 2事例グループ化

特定疾患療養管理料は、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づ
き療養上必要な管理を行った場合に、月２回に限り算定するとされています。
また、特定疾患処方管理加算は、診療所又は許可病床数が２００床未満の病院である保険医療機
関において、入院中の患者以外の患者（別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。）に
対して薬剤の処方期間が２８日以上の処方を行った場合に月１回に限り、１処方につき所定点数に加
算するとされています。

特定疾患療養管理料又は特定疾患処方管理加算の算定があり、特定疾患に該当する傷病名がなく、
脂質異常症、糖尿病、高血圧症等の令和6年6月以降に特定疾患の対象疾患から除外された傷病名
がある場合にチェックを実施。

コンピュータチェック内容

医科



Change,Challenge,Chance 2

コンピュータチェック対象:特定疾患療養管理料又は特定疾患処方管理加算

１ 棒グラフ(該当レセプトの審査結果)
コンピュータチェックの対象となる診療行為(医薬品、特定器材)を算定している目視対象レセプト

１万件当たり、当該コンピュータチェックの内容に該当したレセプト件数

グラフの見方

２ 折れ線グラフ(該当レセプトの査定・返戻割合)
コンピュータチェックの対象となった項目が

査定・返戻となった割合
査定 返戻 ：設定根拠どおり

請求どおり
審査委員

請求どおり
職員

：検証が必要

【棒グラフ凡例】審査の結果

審査結果の概要

➢ 全国の査定・返戻割合 96.55%
➢ 検証対象都道府県 8

医科

検証観点 都道府県 備考

査定・返戻割合が低い 宮崎、沖縄、福岡、富山、岐阜、徳島、鳥取、島根 査定・返戻割合の低い順

請求どおり・職員 福岡、宮崎、沖縄、徳島、鳥取、島根、富山、岐阜 対象１万件当たり件数の多い順

請求どおり・審査委員 岐阜 〃

該当件数（全国） 当該コンピュータチェックの内容に該当 4,933件

設定根拠どおりの審査 査定・返戻の計 4,763件

検証を必要とする審査 請求どおり 170件



Change,Challenge,Chance 3

コンピュータチェック対象:特定疾患療養管理料又は特定疾患処方管理加算

【該当件数】 当該コンピュータチェックの内容に該当したレセプト件数

該当件数 125 26 14 47 31 40 40 136 57 100 242 191 766 375 36 18 26 18 37 73 54 143 235 43 27 157 562 262 33 36 20 20 68 89 34 56 42 21 13 258 44 55 62 53 41 65 42 4,933

請求どおり件数 3 0 0 1 0 0 0 1 0 5 18 0 12 2 0 2 0 0 0 2 6 3 11 0 0 2 5 3 0 0 2 2 1 1 0 6 3 0 1 55 0 0 2 0 10 2 9 170

2025年12月～2026年2月審査分

医科
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